
　

雇
用
保
険
法
等
の一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
平
成
21
年
３
月
31
日
付
で
公
布
さ
れ
、育
児
休
業
給
付
に

つ
い
て
次
の
と
お
り
改
正
と
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

育
児
休
業
手
当
金
は
育
児
休
業
中
と
給
付
終
了
６
月
経
過
後
と
に
分
け
て
支
給
し
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
22
年
４
月
１
日
以
降
に
育
児
休
業
を
開
始
し
た
組
合
員
の
方
に
つ
い
て
は
給
付
金
を
統
合
し
て
全

額
育
児
休
業
期
間
中
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

春
は
異
動
の
多
い
季
節
で
す
。組
合
員
被
扶
養
者
証
を
持
っ
て
い
る
方
で
次
の
よ
う
な
場
合
は
、被
扶
養

者
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
当
共
済
組
合
へ
早
急
に
取

り
消
し
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
以
外
に
も
要
件
を
欠
く
事
由
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
共
済
事
務
担
当
課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、取
消
日
以
降
に
組
合
員
被
扶
養
者
証
で
受
診
さ
れ
ま
し
た
医
療
費
は
、後
日
当
共
済
組
合
に

返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。手
続
き
が
遅
れ
ま
す
と
、そ
の
分
返
還
額
が
高
額
と
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、十
分
に
ご
注
意
願
い
ま
す
。

育
児
休
業
給
付
の
統
合

要
件
を
欠
く
事
由

（
例
）

給
与
収
入・・・過
去
１
年
間（
４
月
か
ら
３
月
な
ど
）の
累
計
で
認
定
限
度
額
※
を
超
過

年
金
収
入・・・新
た
に
公
的
年
金
の
受
給
権
が
発
生
、

　
　
　
　
　

ま
た
は
年
金
額
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、認
定
限
度
額
※
を
超
過

※
認
定
限
度
額
と
は
、障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
受
給
者
ま
た
は
60
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
は
年
額
1
8
0
万
円
。

　

そ
れ
以
外
の
方
は
年
額
1
3
0
万
円
。

②
収
入
が
増
加

①
就
職
し
、勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入

被
扶
養
者
と
し
て
の
要
件
を

お
確
か
め
く
だ
さ
い

育
児
休
業
給
付
の
改
正
に
つ
い
て

（
平
成
22
年
４
月
１
日
施
行
）

 

給
付
率
引
上
げ
措
置
の
延
長（
40
／
100
↓
50
／
100
）

　

平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
給
付
率
の
引
上
げ（
50
／
100
）が
、平
成
22
年
４
月
１
日
以
降

も
当
分
の
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◎育児休業中の支給額

改正前

※平成22年3月31日までに育児休業を開始された
組合員の方は、改正前どおり育児休業中に30／
100、育児休業終了日（または、子が１歳に達した日
のいずれか早い日）後、引き続き６月以上組合員で
ある場合に20／100が支給されます。

改正後

◎給付終了6月経過後の支給額

１日につき給料日額
（給料の１／22の額） 1.25

手当金

30／100× ×
支給率

１日につき給料日額
（給料の１／22の額） 1.25

手当金

20／100× ×
支給率

◎育児休業中の支給額

１日につき給料日額
（給料の１／22の額） 1.25

手当金

50／100× ×
支給率

※給付日額の上限9,531円
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